
審査請求人が提出します。

●一般的な流れなので、内容によっては流れが変わることもあります。

建築審査会が裁決を決定します。

裁決に不服があるときは、国土交通大
臣に再審査請求をすることができます。

●処分があった日の翌日から起算して一年を経過した場合、審査請求
の権利がなくなります。
●会議は原則公開していますが、裁定の評議やその他議長が公開する
ことが適当でないと認めたときは、非公開となります。

●処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査
請求をすることができます。

裁決

再審査請求

審査請求の基本的な流れ

審査請求書の提出

弁明書の提出

反論書の提出

口頭審査（公開）

処分庁（不作為庁）が審査請求に対する
弁明書を提出します。

弁明書に対して反論がある場合に、審
査請求人が反論書を出します。

建築審査会において、審査請求人、処
分庁（不作為庁）が出席して、口頭で意
見を陳述します。


